
 

お知らせ  ２０２４年（令和６年）１１月２日 １５時４０分 

    

 資料提供先：島根県政記者会 

浜田記者クラブ 

江津記者クラブ 

益田記者クラブ 

   国道９号及び山陰道の通行規制について 

【第２報】 

全面通行止めを解除しました 

（益田市
ま す だ し

神田町
か ん だ ち ょ う

～津和野町
つ わ の ち ょ う

地内） 

（国道９号浜田
は ま だ

バイパス東口
ひがしぐち

交差点～石見
い わ み

三隅
み す み

ＩＣ間） 
 

 

一般国道９号（益田市
ま す だ し

神田町
かんだちょう

～津和野町
つ わ の ち ょ う

地内）及び山陰道 (国道

９号浜田バイパス東 口
ひがしぐち

交差点～石見
い わ み

三隅
み す み

ＩＣ間)において、天候が

回復し、点検により道路の安全が確認されたため、１１月２日（土）

１５時４０分より全面通行止めを解除しましたのでお知らせしま

す。 

 

１.規制場所：一般国道９号（益田市
ま す だ し

神田町
かんだちょう

三星
み ぼ し

～鹿足郡
かのあしぐん

津和野町
つ わ の ち ょ う

日原
にちはら

） 

山陰道（浜田
は ま だ

道路及び浜田
は ま だ

・三隅
み す み

道路） 

国道９号浜田
はまだ

バイパス東 口
ひがしぐち

交差点～石見
いわみ

三隅
みすみ

ＩＣ間 

（別紙参照）  

２.規制内容：１１月２日（土）１５時４０分 全面通行止め解除 

 
【問合せ先】 国土交通省浜田河川国道事務所 

      副所長（道路）    安部
あ べ

 正和
まさかず

 

 （管理担当）道路管理課長     佐藤
さ と う

 篤
あつし

 

 （広報担当）調査設計課長     守川
もりかわ

 倫
おさむ

 

TEL 0855-22-2480(代表)  FAX 0855-23-5023 

  URL https://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

 

浜⽥河川国道事務所 
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国道９号（益田市神田町～津和野町地内）
全面通行止め（解除）

（１１月２日（土） １５時４０分発表）

全面通行止め（解除）
路線名：一般国道９号

対象箇所：（益田市神田町三星

～鹿足郡津和野町日原）

ますだしかんだちょうみぼし

かのあしぐんつわのちょうにちはら

別紙
ますだしかんだちょう つわのちょう

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土Web）
加工：浜田河川国道事務所

たかつ

つだ

枕瀬交差点



山陰道 全面通行止め（解除）
（１１月２日（土） １５時４０分発表）

至 松江市

原井IC

浜田港IC

石見三隅IC

位置図

はらい いわみみすみ

西村IC 浜田市

至 益田市

E9

全面通行止め（解除）

・路線名：山陰道（浜田道路及び

浜田・三隅道路）

・規制区間：浜田バイパス東口交差点

～ 石見三隅ＩＣ間

浜田IC

E9
竹迫IC

相生IC

浜田ＪＣＴ

別紙

はまだ

いわみみすみ

にしむら

はまだこう

はらい

たけざこ

あいおい

はまだ

はまだ

ひがしぐち

はまだ

はまだ

はまだ みすみ

はまだ

ひがしぐち

いわみみすみ

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土Web）
加工：浜田河川国道事務所


	【道路】事前通行規制（解除）【第２報】合体（国道９号・浜田道路）
	【道路】事前通行規制（解除）【別紙】合体　（国道９号・山陰道）

